
⽇本ボランタリーチェーン協会における
⾃主⾏動計画フォローアップ調査について

令和５年３⽉１７⽇
⼀般社団法⼈⽇本ボランタリーチェーン協会



２．令和４年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間︓令和４年１０⽉１９⽇〜１１⽉１８⽇
・調査企業︓⽇本ボランタリーチェーン協会の会員企業

２７社を対象
・回答企業︓５社（前年度４社）
・回答率︓１８.５％（前年度１７.３％ ）
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２．令和４年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容を記載）
✔発注側の全ての企業で単価の決定・改定にあたり、取引⾦額が最も⼤きい仕⼊先
（発注先）の理解を得られるように⼗分な協議を実施したと回答している。

✔発注側で客観的な経済合理性や⼗分な協議⼿続きを⽋く原価低減要請を⾏わないこと
を「徹底できた」「徹底していない」が同数の結果となった。
受注側では「受けたことはない」と回答した企業が多くなっている。

✔⼿形を使⽤している企業はない。

✔働き⽅改⾰による影響については特に影響がないとの回答が多くなっている。
コスト負担での設問では適正な取引を阻害するような条件の取引はほぼなかった。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①合理的な価格決定

【課題を踏まえた今後のアクション】
・会員との意⾒交換会を実施し、合理的な価格決定が⾏えるよう、改善して
いく。

・価格交渉促進⽉間の取組を会員企業に広く周知するとともに、積極的な価
格交渉や価格転嫁がなされるよう、会員企業の調達担当者向けに価格交渉
の重要性を認識させる研修会を実施する等の取組を⾏い、次年度フォロー
アップ調査では数値が改善されるよう努める。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【分析結果・今後の課題】
・発注側で客観的な経済合理性や⼗分な協議⼿続きを⽋く原価低減要請を⾏わない
ことを「徹底できた」「徹底していない」が同数の結果となった。
・受注側では「受けたことはない」と回答した企業が多くなっている。
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【設問と回答】
設問．客観的な経済合理性や⼗分な協議⼿続きを⽋く原価低減要請を「⾏わないことを徹
底しましたか」/「受けたことがありますか」
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【課題を踏まえた今後のアクション】
・企業との意⾒交換会を実施し、客観的な経済合理性や⼗分な協議⼿続きを
⽋く原価低減要請を⾏わないよう徹底していく。

・また、要請する際はあらかじめ、負担額・算出根拠・使途・提供条件を明
確にしたうえで、取引先と⼗分に協議し、書⾯による合意をすることを徹
底する。
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件

【分析結果・今後の課題】
・⼿形を使⽤している企業はない。
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設問．下請代⾦当を⼿形等で⽀払っている場合、その割合はどれくらいですか。
【設問と回答】
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３．令和４年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組、④知財

【分析結果・今後の課題】
・知的財産に関する適正な取引については該当なしの回答がほとんどとなった。

【課題を踏まえた今後のアクション】
・知財に関わる各種研修や情報の収集を⾏い必要な企業へのフォローを⾏うことを
協会として検討していく。

8

【設問と回答】
設問．知財を含む取引において、適正な取引を実施したか。
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５．これまでの取組（普及活動等）

・理事会において会員企業同⼠の意⾒交換会による課題共有と
適正取引の推進
令和４年度※３⽉時点 ３回実施（理事会及び事務局⻑会）

・各チェーンにおけるパートナーシップ宣⾔の推進
Q＆A配布等
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６．その他取引適正化に向けた事項について

【今後の取組】
・課題共有と適正取引の推進のため、会員企業同⼠の意⾒交換
会を、令和４年度中に１回実施予定。（3⽉15⽇理事会）

・取引適正化に向けて、さらなる調査や取組を実施し、⾃主⾏
動計画を令和５年１２⽉までに改訂する。

・回答率の向上のため、⾃主⾏動計画による取組の趣旨等につ
いて周知する。
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